
京都市訓令甲第  号 

区  役  所   

京都市区長等専決規程の一部を次のように改正する。 

  平成２６年１１月１１日 

京都市長 門 川 大 作   

別表区長の項中第２８号を第３３号とし，第１９号から第２７号までを５号ずつ繰り下

げ，第１８号の次に次の５号を加える。  

(19) 京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例（次号から第２

３号までにおいて「条例」という。）第１１条による指導に関すること。 

(２０) 条例第１３条による緊急安全措置に関すること。 

(２１) 条例第１４条による軽微な措置に関すること。 

(２２) 条例第１５条による調査（不良な生活環境を生じさせた者を確知することができる

場合に限る。）及び報告の徴収に関すること。 

(２３) 条例第１６条による立入調査等に関すること。 

別表担当区長の項中第３３号を第３８号とし，第２４号から第３２号までを５号ずつ繰

り下げ，第２３号の次に次の５号を加える。 

(２４) 京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例（次号から第２

８号までにおいて「条例」という。）第１１条による指導に関すること。 

(２５) 条例第１３条による緊急安全措置に関すること。 

(２６) 条例第１４条による軽微な措置に関すること。 

(２７) 条例第１５条による調査（不良な生活環境を生じさせた者を確知することができ

る場合に限る。）及び報告の徴収に関すること。 

(２８) 条例第１６条による立入調査等に関すること 

   附 則 

この訓令は，公布の日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 
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